
令和7年7月1日改定

東グル ー プセ ー フティ ー サ ー ビス対象外規定

東グル ー プセ ー フティ ー サ ー ビスの対象外となる事由は以下のとおりである。 対人

賠償、 対物賠償及び搭乗者傷害については、 以下の定めによるほか、 損害保険会社の

保険約款に従う。

第1 自動車セ ー フティ ー サ ー ビス【対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・車両損害】

＊自動車及び登録ナンバ ーのある自走式建設機械及び高所作業機械が対象となる

1 対人賠償

(1) 建設機械等レンタル基本契約違反

① レンタル料等を支払わないとき(5条）

② 基本管理料を支払わないとき(6条）

③ セ ー フティ ー サ ー ビス料及び負担金を支払わないとき(7条）

(2) 事故の報告等

① 事故から7日以内に、 所定の通知書により、 賃貸人に事故の報告をしないと

き

② 警察に事故の報告をしないとき

③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき

(3) 事故の原因

① 賃借人及び賃借人の法定代理人（賃借人が法人である場合、 その役員を含

む。）の故意による事故

② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意による事故

③ 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに

類似の事変又は暴動による損害

④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波

⑤ 台風、 洪水又は高潮

⑥ 核燃料物質（使用済燃料を含む。）若しくは核燃料物質によって汚染された

物（原子核分裂生成物を含む。）の放射性、 爆発性その他有害な特性の作用又

はこれらの特性に起因する事故

⑦ ⑥以外の放射線照射又は放射能汚染

⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩

序の混乱に基づいて生じた事故

⑨ 賃貸物件を競技若しくは曲技（競技又は曲技のための練習を含む。）のため

に使用すること、 又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所におい

て使用（救急、 消防、 事故処理、 補修、 清掃等のために使用している場合を除

く。） することによる事故
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